
議案第６６号 

 

財産の減額貸付について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、

次のとおり財産を減額して貸し付けることについて、市議会の議決を求める。 

  令和７年２月１３日提出 

市川市長  田 中  甲    

 

 

記 

 

１ 減額貸付をする財産 

  土 地 

所  在  市川市鬼高４丁目３１番 外 

   地  目  宅地 外 

   面  積  ２４,０１６.５５平方メートル 

（令和７年４月１日から同年９月３０日まで） 

２３,６１６.５５平方メートル 

（令和７年１０月１日から令和８年３月３１日まで） 

２ 減額貸付の相手方 

  市川市鬼高４丁目５番１号 

  株式会社市川市場 

  代表取締役 竹内 智彦 

３ 減額貸付の目的 

  地方卸売市場の管理・運営を行っている株式会社市川市場に減額して貸し

付けることにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑

化並びに市民生活の安定に資することを目的とする。 



４ 減額貸付の条件 

  土地は、貸し付けられた日から相手方による地方卸売市場の運営に使用す

るものとする。 

５ 減額貸付の期間 

  令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

６ 貸付の金額 

  年額 １５,５６３,００７円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



理  由 

 

  株式会社市川市場が公益性の高い地方卸売市場の運営を継続的に行うこと

ができるようにするため、市川市が所有する地方卸売市場の土地を当該法人

に減額して貸し付ける必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

 

 

  



議案第６６号の参考１ 

 

減額貸付をする土地位置図（令和７年４月１日から同年９月３０日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川地方卸売市場 



議案第６６号の参考２ 

 

減額貸付をする土地位置図（令和７年１０月１日から令和８年３月３１日まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市川地方卸売市場 



議案第６６号の参考３ 

所在一覧 

所  在 

市川市鬼高４丁目３１番 

市川市鬼高４丁目３２番 

市川市鬼高４丁目３３番 

市川市鬼高４丁目３４番 

市川市鬼高４丁目３５番 

市川市鬼高４丁目３６番 

市川市鬼高４丁目３７番 

市川市鬼高４丁目３８番 

市川市鬼高４丁目２６４番１の一部 

市川市鬼高４丁目２６５番１の一部 

市川市鬼高４丁目２６６番１ 

市川市鬼高４丁目２６６番６の一部 

市川市鬼高４丁目２６７番の一部 

市川市鬼高４丁目２６８番１ 

市川市鬼高４丁目２６８番２ 

市川市鬼高４丁目２６９番１ 

市川市鬼高４丁目２７０番１ 

市川市鬼高４丁目２７１番１ 

市川市鬼高４丁目２７２番１ 

市川市鬼高４丁目２７３番１ 

市川市鬼高４丁目２７４番１ 

市川市鬼高４丁目３９０番の一部 

市川市鬼高４丁目３９１番 

市川市鬼高４丁目３９２番 



市川市鬼高４丁目３９３番１ 

市川市鬼高４丁目３９４番１ 

市川市鬼高４丁目３９５番 

市川市鬼高４丁目３９６番 

市川市鬼高４丁目３９７番の一部 

市川市鬼高４丁目３９８番１ 

市川市鬼高４丁目３９８番７の一部 

市川市鬼高４丁目３８番地先～３９１番地先 

市川市鬼高４丁目２６９番１地先～３９０番地先 

 

 

 


